仲卸業務の認定等に関する事務取扱要領

仲卸業務の認定（以下「業務認定」という。）、仲卸業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可（以下「譲渡等認可」という。）、仲卸業者の相続の認可（以下「相続認可」という。）等については、大阪市中央卸売市場業務条例（以下「条例」という。）第25条から第31条まで及び同施行規則（以下「規則」という。）第15条から第20条までの規定に基づくほか、その細目についてはこの要領の定めるところによる。


第１　認定、認可の区分
業務認定、譲渡等認可及び相続認可については、原則として次に掲げる市場及び取扱品目の部類のいずれかの区分で行うものとする。ただし、本場青果部において、異なる区分の事業の譲受けを行おうとする仲卸業者、本場水産物部又は東部市場青果部において、生鮮水産物と加工水産物又は野菜と果実の区分を越えて複数の仲卸売場の使用許可を受けようとする仲卸業者に対しては、同部類における複数の区分で行うことができる。

（市場）　 （部類）　　　（区分）
本場　　　青果部　　　　野菜・果実
水産物部　　　生鮮水産物・加工水産物
加工食料品部　つけ物・乾物
東部市場　青果部　      野菜・果実
水産物部　    生鮮水産物・加工水産物

第２　認定、認可の要件
条例第25条第４項第４号に規定する知識、経験及び資力信用とは、次の基準によるものとする。
１　法人（会社）の場合
(1) 代表者が成年者で関係業務の経験を５年以上有し、その法人のために常時売買に参加できる者であること。
(2) 資本金又は出資金が500万円以上（個人で業務認定を受けている者が自ら設立する法人へ事業譲渡をする場合にあっては200万円以上）であって、かつ資産内容が良好なこと。
(3) 業務認定又は譲渡等認可を受けようとする市場において、通常の取引単位で継続して売買取引に参加できる経営規模を有すること。
(4) 卸売業者と支払期日、支払方法その他必要事項を定めた取引契約が締結できることが明らかであること。
(5) 市場関係者に対し、著しく遅延した支払債務がないこと。
２　個人の場合
(1) 成年者で関係業務の経験を５年以上有し常時売買に参加できること。
(2) 仲卸業務の資金として200万円以上有すること。ただし、相続の日から1年を経過するまでは、この限りでない。
(3) 業務認定、譲渡等認可又は相続認可を受けようとする市場において、通常の取引単位で継続して売買取引に参加できる経営規模を有すること。
(4)上記１の(4)、(5)に同じ。

第３　認定、認可の申請
業務認定、譲渡等認可又は相続認可を受けようとする者は、次の区分に応じて申請書及び添付書類を市長に提出するものとし、申請書及び添付書類の様式は標準様式とする。
１　申請書
(1) 仲卸業務認定申請書（別記様式第１）
(2) 譲渡及び譲受け認可申請書（別記様式第２）
(3) 合併認可申請書（別記様式第３）
(4) 分割認可申請書（別記様式第４）
(5) 相続認可申請書（別記様式第５）
２　添付書類
(1) 法人の場合
ア　定款
イ　登記事項証明書
ウ　役員の履歴書（写真(正面上半身、脱帽、６ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付）及び戸籍抄本又はこれに代わる書面（住民票の写しの原本等）
エ　株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株　数又は出資額を記載した書面（役員名簿及び株主名簿）
オ　貸借対照表
カ　損益計算書
キ　当該事業年度開始の日以後２年間における事業計画書（別記様式第６）
ク　申請者が条例第25条第４項第２号、第３号、第６号及び第８号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面（誓約書・別記様式第７）
ケ　法人市町村民税の納税証明書
コ　譲渡等認可の場合は、その契約書等の写し。また、公正取引委員会に届出を必要とする場合は、その届出受理書の写し
(2) 個人の場合
ア　住所、氏名及び生年月日を証する書類（住民票の写しの原本等）並びに履歴書（写真(正面上半身、脱帽、６ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付）
イ　本人確認書類の写し
ウ　資産調書（別記様式第８）又は貸借対照表
エ　ウの預金額の預金残高証明書
オ　損益計算書
カ　当該事業年度開始の日以後２年間における事業計画書（別記様式第６）
キ　申請者が条例第25条第４項第１号から第３号まで、第５号及び第８号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面（誓約書・別記様式第７）
ク　個人市町村民税の納税証明書
ケ　譲渡等認可の場合は、その契約書の写し。
コ　相続認可の場合は、申請者と被相続人との続柄を証する書類及び当該仲卸業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し

第４　業務の廃止の届出
仲卸業務の廃止をしようとする者は、業務廃止届及び次に定める添付書類を市長に提出するものとする。
１　法人の場合
業務の廃止に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類
２　個人の場合
本人確認書類の写し

第５　適格役員証
法人仲卸業者の仲卸業務を執行する役員であって、成年者で関係業務の経験を５年以上有し、その法人のために常時売買に参加できる者（以下「適格役員」という。）には適格役員証を交付する。

第６　削除

第７　売買参加章の交付
１　売買参加章の交付数
市場長は、次の区分に掲げる交付数の範囲内において売買参加章を交付する。
(1) 法人の場合
ア　本場
青果部　　適格役員数に５を乗じた数
水産物部　店舗１区画につき２枚（店舗１区画に満たない端数　がある場合は、当該端数につき1枚）
イ　東部市場
青果部　　１業者につき４枚
水産物部　適格役員数に２を乗じた数
(2) 個人の場合
ア　本場
青果部　　１業者につき５枚
水産物部　店舗１区画につき２枚（店舗１区画に満たない端数　がある場合は、当該端数につき1枚）
イ　東部市場
１業者につき４枚
２　副売買参加章の交付
規則第16条第２項に規定する市場長が必要と認めるときとは、災害の発生その他これに類するときをいう。
３　副売買参加章の交付数等
前項の場合において、市場長は、相当と認める数の副売買参加章を、相当な使用期限を定めて交付するものとする。
４　交付の申請手続
売買参加章又は副売買参加章の交付を受けようとする者は、次の申請書及び添付書類を市場長に提出するものとし、申請書様式は標準様式とする。
（1）売買参加章
売買参加章交付申請書（別記様式第９）
（2）副売買参加章
ア　副売買参加章交付申請書（別記様式第10）
イ　申請者の住所、氏名及び生年月日を証する書類（住民票の写しの原本等）
５　交付申請の内容変更手続
売買参加章の交付を受けた者は、前項の申請の内容に変更がある場合は、その旨を市場長に届け出るものとする。
６　売買参加章の返還
次の各号のいずれかに該当することとなったときは、仲卸業者又はその相続人若しくは清算人は、売買参加章を直ちに返還しなければならない。
(1) 仲卸しの業務を廃止したとき
(2) 法人の仲卸業者が解散したとき
(3) 個人の仲卸業者が死亡し、その地位を継承する者がいないとき
(4) 適格役員の減員等により1 (1)の範囲を超えることとなったとき
(5) 仲卸業務の認定の取消し処分を受けたとき

第８　役員等の変更
１　役員を変更又は増員しようとする場合は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 適格役員の場合
ア　適格役員変更（増員）願
イ　登記事項証明書
ウ　変更又は増員する役員の履歴書（写真(正面上半身、脱帽、６ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付）及び戸籍抄本又はこれに代わる書面（住民票の写しの原本等）
エ　申請者が条例第25条第４項第６号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面（誓約書）
(2) 適格役員以外の役員の場合
ア　役員変更（増員）届
イ　前(1)イからエまで　
２　その他
(1) 適格役員を適格役員以外の役員に変更する場合又は適格役員以外の役員を適格役員に変更する場合は、前項(1)イからエまで又は前項(2)イの書類の添付を省略することができる。
(2) 代表取締役を変更しようとするときは、第1項第1号に準ずる。
(3) 商号の変更、資本若しくは出資の額又は役員の減員等、登記事項の変更届には登記事項証明書（個人事業者の氏名又は住所の変更の場合は住民票の写しの原本）を添付して市長に届け出なければならない。

第９　事業報告書の提出等
１　事業報告書の記載事項
規則第20条第１項第５号の事業報告書に記載するその他必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 決済の状況
(2) 配達及び倉庫保管の状況
(3) 直荷引きによる取引の状況
(4) 加工業務の状況
(5) 兼業業務の状況及び子会社の状況
２　事業報告書の様式
規則第20条第１項の事業報告書の標準様式を示すと、別記様式第11のとおりとする。

第10　本場水産物部の運用
本要領で定める規定について、本場水産物部においては次のとおり運用するものとする。
１　本場水産物部の仲卸業者に係る次の表左欄に掲げる各規定の適用については、同表中欄に掲げる字句を同表右欄に掲げる字句に読み替える。
	第５
	法人仲卸業者の仲卸業務を執行する役員であって、成年者で関係業務の経験を５年以上有し、その法人のために常時売買に参加できる者（以下「適格役員」という。）には適格役員証を交付する。

	第７.１の規定に基づき売買参加章を交付した場合は、交付を証するために売買参加章交付証を発行する

	第８.１
(1)

	適格役員
	仲卸業務に従事する役員


２　本場水産物部の仲卸業者には、第８.１(2)及び２(1)の規定は適用しない。

附　則
１　この要領は、昭和50年９月１日から実施する。
２　昭和32年９月２日付「仲買人の業務許可事務に関する内規」及び昭和40年９月10日付「仲買人の大型化及び法人化に関する要領」及び昭和39年11月１日付「仲買人の業務許可その他に関する取扱要領」は廃止
３　第７（売買参加章の交付等）に規定する記章は、当分の間、従前の仲買人章（売買参加章）をもって代用するものとする。
附　則
この要領は、昭和63年５月１日から実施する。
附　則
この要領は、平成４年３月１日から実施する。
附　則
この要領は、平成６年８月１日から実施する。
附　則
この要領は、平成７年４月１日から実施する。
附　則
この要領は、平成18年４月１日から実施する。ただし、「営業」を「事業」に、「譲渡し」を「譲渡」に改正する規定は、会社法の施行の日から実施する。
附　則
この要領は平成25年７月19日から実施する。
附　則
　　この要領は、令和元年５月31日から実施する。
附　則
　　この要領は、令和２年６月21日から実施する。
附　則
１　この要領は、令和３年４月１日から実施する。ただし、附則第５項（第２号及び第３号に係る部分に限る。）は、令和３年８月１日から実施する。
２　大阪市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例（令和２年大阪市条例第37号）による改正前の大阪市中央卸売市場業務条例第20条第１項又は第21条第１項の規定により認可を受けた者に係る第２.１(2)及び２(2)の規定の適用については、なお従前の例による。
３　令和３年７月31日までに行われる本場青果部の仲卸業者への売買参加章の交付については、なお従前の例による。
４　令和３年７月31日までに行われる本場水産物部の仲卸業者への売買参加章の交付については、改正後の第7に相当する「本場水産物部仲卸業務の許可等に関する取扱要領」（平成18年４月１日実施）の規定は、令和３年４月1日以降も、なお効力を有するものとし、同要領の第５．１中「規則第19条」とあるのは「規則第16条」と、別記様式第４及び６、７中「氏名印　〇」とあるのは「氏名」と、別記様式第５中「規則第19条」とあるのは「規則第16条」とする。
５　次の規定は廃止する。
(1) 本場水産物部仲卸業務の許可等に関する取扱要領（平成18年４月１日実施）
(2) 副売買参加者制度実施要領（昭和47年８月１日実施）
(3) 売買参加章の代理使用について（昭和58年５月１日実施）
附　則
１　この要領は、令和３年８月１日から実施する。
２　この要領実施の際現に交付を受けている売買参加章（以下「旧正帽」という。）は、改正後の第７.１の規定により交付を受けた売買参加章（以下「新正帽」という。）とみなす。
３　この要領実施の際現に交付を受けている副売買参加章（以下「旧副帽」という。）は、新正帽とみなす。
４　前項の規定にかかわらず、前２項の規定により新正帽とみなされる数が、改正後の第７．１に定める交付数を超過する場合は、当該超過に相当する旧副帽について、その承認期間の残余期間に限り、新正帽とみなす。
５　この要領実施の前日において、前３項の規定により新正帽とみなされることとなる売買参加章又は副売買参加章の使用者であった者は、改正後の第７．４(1)の売買参加証交付申請書に記載された者とみなす。
附　則
　　この要領は、令和５年１月１日から実施する。
附　則
　　この要領は、令和７年６月１日から実施する。





別記様式第１（Ａ４）
	仲卸業務認定申請書
　　年　　月　　日
大阪市長　　　　様
住所　　　　　　　　　　　
法人にあっては　　　　　　　　　　　
主たる事務所の　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　
商号　　　　　　　　　　　
　氏　名　　　　　　　　　
法人にあっては　　　　　　　　　　　
その名称及び　　　　　　　　　　　
代表者の氏名　　　　　　　　　　　
　大阪市中央卸売市場業務条例第25条第1項の規定により、仲卸業務の認定を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

	
	資本金又は出資の額
	円
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	役　員　の　氏　名
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	※適格役員とその他役員は別に記載すること
	

	
	仲卸業務を行う市場及び取扱品目の部類
	大阪市中央卸売市場　　　　　　　　　　　場
　　　　　　　　　　　部
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	取扱品目
	　
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注　申請者が個人であるときは、資本金又は出資の額及び各役員の氏名の欄は記入しないでください。





別記様式第２（Ａ４）
	譲渡及び譲受け認可申請書
　　年　　月　　日
大阪市長　　　　様	
譲渡人住所　　　　　　　　　　　
法人にあっては　　　　　　　　　　　
主たる事務所の　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　
商号　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　
法人にあっては　　　　　　　　　　　
その名称及び　　　　　　　　　　　
代表者の氏名　　　　　　　　　　　
譲受人住所　　　　　　　　　　　
法人にあっては　　　　　　　　　　　
主たる事務所の　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　
商号　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　
法人にあっては　　　　　　　　　　　
その名称及び　　　　　　　　　　　
代表者の氏名　　　　　　　　　　　
　大阪市中央卸売市場業務条例第26条第１項の規定により、仲卸業者の事業の譲渡及び譲受けの認可を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

	　
	譲渡する事業に係る市場
及び取扱品目の部類
	大阪市中央卸売市場　　　　　　　　　場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　部
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	譲渡及び譲受けの予定年月日
	　　年　　月　　日
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	譲渡及び譲受けを必要とする理由
	　
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	　



別記様式第３（Ａ４）
	合併認可申請書
　　年　　月　　日
大阪市長　　　　様
主たる事務所　　　　　　　　　　　
の所在地　　　　　　　　　　　
名称及び　　　　　　　　　　　
代表者の氏名　　　　　　　　　　　
主たる事務所　　　　　　　　　　　
の所在地　　　　　　　　　　　
名称及び　　　　　　　　　　　
代表者の氏名　　　　　　　　　　　
大阪市中央卸売市場業務条例第26条第２項の規定により、仲卸業者の事業の合併の認可を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

	　
	合併後存続する法人又は
合併により設立される
法人の名称及び主たる
事務所の所在地
	　
	　

	
	引き続き営もうとする
仲卸業務に係る市場及び取扱品目の部類
	大阪市中央卸売市場　　　　　　場
　　　　　　　　　　　　　　　部
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合併の方法及び条件
	　
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合併の予定年月日
	　　年　　月　　日
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合併を必要とする理由
	　
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	　


別記様式第４（Ａ４）
	分割認可申請書
　　年　　月　　日　
　大阪市長　　　　様


	　
	主たる事務所
の所在地
	　

	
	名称及び
代表者の氏名
	　

	　大阪市中央卸売市場業務条例第26条第２項の規定により、仲卸業者の事業の分割の認可を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

	　
	分割により市場における仲卸業務を承継する法人の名称及び主たる事務所の所在地
	　
	　

	
	分割により承継させる仲卸業務に係る市場
及び取扱品目の部類
	大阪市中央卸売市場　　　　　　場
　　　　　　　　　　　　　　　部
	

	
	分割の方法及び条件
	　
	

	
	分割の予定年月日
	
　　年　　月　　日

	

	
	分割を必要とする理由
	　
	

	　







別記様式第５（Ａ４）
	相続認可申請書
　　年　　月　　日
大阪市長　　様
住所　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　
被相続人との続柄　　　　　　　　　
　大阪市中央卸売市場業務条例第27条第1項の規定により、仲卸業務の相続の認可を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。

	　
	被相続人氏名
	　

	　

	
	被相続人住所
	　

	

	
	相続開始年月日
	　　　　年　　月　　日
	

	
	仲卸業務の開始の予定年月日
	　　　　年　　月　　日
	

	
	引き続き営もうとする仲卸業務に係る市場
及び取扱品目の部類
	大阪市中央卸売市場　　　　　　場
　　　　　　部
	

	　










別記様式第６（Ａ４）
	
事　　業　　計　　画　　書

                                                           　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあってはその名称）　
	
	前　　年　　度
	当　該　年　度
	次　　年　　度

	売　上　金　額
	千円
	千円
	千円

	
内

訳
	野　　　菜
	
	
	

	
	果　　　実
	
	
	

	
	生鮮水産物
	
	
	

	
	加工水産物
	
	
	

	
	そ　の　他
	
	
	

	仕　入　金　額
	千円
	千円
	千円

	
内

訳
	野　　　菜
	
	
	

	
	果　　　実
	
	
	

	
	生鮮水産物
	
	
	

	
	加工水産物
	
	
	

	
	そ　の　他
	
	
	

	売　上　利　益
	千円
	千円
	千円

	営　業　費　用
	千円
	千円
	千円

	内
訳
	人　件　費
	
	
	

	
	そ　の　他
	
	
	

	純　　利　　益
	千円
	千円
	千円



　注　１．前年度には、法人にあっては前事業年度、個人にあっては、前年の１月
         から12月までの実績（税法に基づく確定申告の内容）を記入のこと
       ２．当該年度には、申請の日までの実績に申請日以後の年度内の計画を加え
　　　   たものを記入のこと
営業所付近略図（簡単な地図）

	資本金（出資金）　　　　　　千円

	役員数　　　　　　　　　　　　人

	従業員数　人　　内家族従業員数　人

	営業開始年月日　　　　年　月　日

	毎月の休業日

	運搬車輌器具　ﾄﾗｯｸ　台　その他　台







別記様式第７（Ａ４）
	
誓　　　約　　　書


                                                　　　　　 年　　月　　日

 　　大阪市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　　　　　　所
                                     法人にあっては
                                   　主たる事務所の所在地

　  　　　　  　　　　  　　    　　 氏　　　　　　名
                                     法人にあってはその名称
                                   　及び代表者の氏名



　　 私は、このたび大阪市中央卸売市場　　　場　　　部の仲卸業務の
　　　
　　　　　認　定
　　　譲渡及び譲受け
　　　　　合　併　　　　　　を申請しましたが、大阪市中央卸売市場業務条例
　　　　　分　割
　　　　　相　続　　　　　

    第25条第４項第２号、第３号、第６号及び第８号（個人の場合にあっては同条第４項第１号から第３号まで、第５号及び第８号）に該当しないことを誓約します。






裏面参照


（裏面）
	
（仲卸業務の認定）
第25条
４　第１項の認定の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を受けることができない。
⑴　破産者で復権を得ないものであるとき
⑵　拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経過しないものであるとき
⑶　第69条第２項第３号の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から起算して３年を経過しない者であるとき
⑷　仲卸しの業務を適確に遂行することができる知識、経験又は資力信用を有していない者であるとき
⑸　市場の卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき
⑹　法人である場合には、その業務を執行する役員の中に第１号から第３号まで又は前号のいずれかに該当する者があるとき
⑺　仲卸しの業務の事業計画が適切でないとき又はその遂行が確実と認められないとき
⑻　申請者が行おうとする仲卸しの業務が暴力団の利益になるとき







別記様式第８（Ａ４）
	
資　　　産　　　調　　　書

                                                   　　 年　　月　　日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

	資　　　　　　　　　　産
	負　　　　　　　　　　債

	科　　目
	金　　　　　　　額
	科　　目
	金　　　　　　　額

	土　　地
	円
	借 入 金
	円

	建　　物
	
	買 掛 金
	

	造作什器
	
	
	

	預　　金
	
	
	

	有価証券
	
	
	

	売 掛 金
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　　計
	
	合　　計
	

















別記様式第９（Ａ４）
	
売買参加章交付申請書


                                                   　　　　年　　月　　日

　   大阪市中央卸売市場長　様

                                       大阪市中央卸売市場　　　場　　　部
    　                              　 仲卸業者氏名                  
                                        法人にあってはその名称
                                        及び代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　

 　　

大阪市中央卸売市場業務条例施行規則第16条第１項の規定に基づき、売買参加
章の交付を願います。


	番　　号
	
	
	
	

	売買参加章
使用者氏名
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






別記様式第10（Ａ４）
	
副売買参加章交付申請書


                                                   　　　　年　　月　　日

　   大阪市中央卸売市場長　様

                                       大阪市中央卸売市場　　　場　　　部
    　                              　 仲卸業者氏名                  
                                        法人にあってはその名称
                                        及び代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　
 　　


大阪市中央卸売市場業務条例施行規則第16条第２項の規定に基づき、副売買
　参加章の交付を願います。



	副売買参加章
使用者氏名
	

	交付が必要な理由
	

	希望使用期間
	　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日







別記様式第11（Ａ４）


　　年　　月　　日 提出　　　　


事　業　報　告　書

    年　　月　　日 から
    年    月    日 まで


大阪市長  様



大阪市中央卸売市場　　　　
場　　　　部　　　　
氏　　名　
法人にあっては
その名称及び
代表者の氏名



 


大阪市中央卸売市場業務条例第31条及び同施行規則第20条の規定により　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの事業報告書を提出します。



１　主たる取扱品目

２　仕入の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　税込 ・ 税抜　）
	仕入先
	仕入額

	卸売業者
	千円

	直接集荷
	千円

	その他（上記２種以外）
	　　千円

	合計（損益計算書の総仕入額）
	千円



３　売上の状況
	
	供給対象区域内
	供給対象区域外
	合計

	販売先
	一般
小売店
	大規模
小売店
	加工・
給食業者
	その他
	一般
小売店
	大規模
小売店
	加工・
給食業者
	その他
	

	売上額に
占める割合
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	％
	100％

	
	

	代金回収日数
（平均・日）
	日
	日
	日
	日
	日
	日
	日
	日
	



４　配達および倉庫保管の状況
	配達方法
	自社車両
で配送
	運送業者
利用
	取引先が引き取りにくる
	その他
(共同配送等）
	合計
	
	自社保有
運搬車両
	配送・
倉庫保管料

	割合
	％
	％
	％
	％
	100％
	
	台
	千円



５　加工場所の状況 《 市場外の加工場所 》
	所在地（場内以外）
	業務の内容

	
	

	
	

	
	

	
	




６　兼業業務の状況《 仲卸業務以外の業務 》 例）市場外での不動産業や、取扱品目以外の物品販売 等
	業務の内容
	売上高

	
	千円

	
	千円

	
	千円



７　子会社の状況《 持株比率50％を超える会社がある場合 》
	名称
	業務の内容
	売上高

	
	
	千円

	
	
	千円

	
	
	千円



８　従業員の状況	《 記入時点 》		 ９　役員の状況【法人のみ】《 決算時点 》
	区分
	人数
	従業員の平均年齢
	
	役職名
	氏名
	年齢
	住所

	役員（常勤）
	名
	歳
	
	
	
	歳
	

	役員（非常勤）
	名
	歳
	
	
	
	歳
	

	従業員
	名
	歳
	
	
	
	歳
	

	パート・アルバイト
	名
	歳
	
	
	
	歳
	

	合計
	名
	歳
	
	
	
	歳
	



10　株主構成【法人のみ】　　　　11　大口株主（上位10名）【法人のみ】
	区分
	株主数
	所有比率
	
	氏名
	所有株数
	区分
	
	氏名
	所有株数
	区分

	役員
	名
	％
	
	１
	
	
	
	６
	
	

	従業員
	名
	％
	
	２
	
	
	
	７
	
	

	買出人
	名
	％
	
	３
	
	
	
	８
	
	

	その他
	名
	％
	
	４
	
	
	
	９
	
	

	合計
	名
	100％
	
	５
	
	
	
	10
	
	



12　財務の状況
次の資料を提出します
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
